
自宅や学校など、医療

機関以外の場所で、

看護師や従事者認定、

教員、家族などが日常

的に行う医療的な行為

のことです。

Q1: なぜ、医療的ケアが大事なのですか？

A1: 医療技術の進歩により生存率が向上した結果、医療的ケアを必要とする幼児、児童生徒の数　

　　が増加しています。このような幼児、児童生徒が安全かつ健やかに学校生活を送るためには、

　　学校内での適切な医療的ケアの提供が求められています。

Q2: 実際に養護教諭の先生方は、医療的ケア児にかかわりますか？

A2: 卒業生に聞きました！慢性疾患の児童生徒にかかわっています。

　　また、卒業されて研修などを受けられているようです。

Q3: 看護師免許を持っていなくても大丈夫ですか？

A3: はい！大丈夫です。本学は、教育学系の短期大学ですが福祉学と看護学

　　の教員による専門的な授業を受けることが可能です。「喀痰吸引」等の

　　シミュレーターを完備し、将来的に「喀痰吸引第３号研修」の

　　受講が可能です。

特定医行為（口腔内の喀痰

吸引 、鼻腔内の喀痰吸引気

管カニューレ内の喀痰吸引、

胃ろう又は腸ろうによる経

管栄養、経鼻経管栄養）だ

けでなく、慢性疾患への対

応も含まれます。



令和８年度からは、 以下の資格が取得できます！令和８年度からは、 以下の資格が取得できます！

●社会福祉主事 （任用資格）

社会福祉主事 （任用資格） とは、 社会福祉事務所の公務員として、高齢者

や障がい者を支援する際に必要となる資格です。社会福祉主事 （任用資格） 

取得後に、 社会福祉事務所等に配属されると、 社会福祉主事としての活動

が可能となります。

●初級パラスポーツ指導員資格

パラスポーツ指導員とは、 公益財団法人日本パラスポーツ協会及び加盟団

体等が、 公認パラスポーツ指導者制度に基づき資格認定する指導者です。 

パラスポーツ指導員資格は、 子どもの健全な成長と社会参加を促進する上

で極めて重要な資格であり、 このようなスポーツ指導の専門的スキルを持

つ人材は、 特別支援教育の現場において多大な貢献を果たすこと。

さらに！さらに！

7 月 19 日（土）オープンキャンパスにて特別開催

医療・福祉の現場で実際に行われている

「医療的ケア（吸引や経管栄養など）」の体験ができる

特別プログラムを実施します！

医療的ケアの知識や技術を、在学生や教員と一緒に学びながら

体験できます。この機会にぜひ体験してください！

詳しい情報は、

今後ホームページや Instagram にて更新されます▶


